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融
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す
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○
東
京
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道
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手
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一
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を
改
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る
規
程
…
…
…
…
…
…
…
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三
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程
（
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水
）

○
東
京
都
下
水
道
局
企
業
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
…
…
…
…
…	
四

○
東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
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者
規
程
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を
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す
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程
…
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四

規
　
　
　
則

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
六
年
十
二
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
九
十
五
号

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
東
京
都
規
則
第
百
十
六
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
第
二
項
第
五
号
中
「
失
業
者
退
職
手
当
支
給
台
帳
」
を
「
失
業
者
退
職
手
当
受
給
資
格
台

帳
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
の
二
第
二
号
中
「
就
業
手
当
又
は
同
令
第
八
十
二
条
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
再
就
職
手

当
」
を
「
再
就
職
手
当
に
相
当
す
る
退
職
手
当
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
の
四
第
三
号
中
「
失
業
者
退
職
手
当
支
給
台
帳
」
を
「
失
業
者
退
職
手
当
受
給
資
格
台

帳
」
に
改
め
る
。

別
記
第
四
号
様
式
表
中
「第

11条

」
の
次
に
「、

第
11条
の
４

」
を
加
え
、
同
様
式
裏
中

「就
業
手
当
又
は
再
就
職

手
当
の
支
給
の
有
無

」
を
「再

就
職
手
当
の

支
給

の
有

無

」
に
改
め
る
。

別
記
第
六
号
様
式
中
「
（第

11条

」
の
次
に
「、

第
11条

の
４

」
を
加
え
、
「を

延
長

」
を
「を

延

長
等

」
に
、
「受

給
期
間
延
長
申
請
書

」
を
「受

給
期
間
延
長
等
申
請
書

」
に
改
め
る
。

別
記
第
七
号
様
式
中
「受

給
期
間
延
長
申
請
書

」
を
「受

給
期
間
延
長
等
申
請
書

」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
五
号
様
式
そ
の
一
を
削
る
。

別
記
第
十
五
号
様
式
そ
の
二
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
を
別
記
第
十
五
号
様
式
そ
の
一
と
す
る
。

別
記
第
十
五
号
様
式
そ
の
三
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
を
別
記
第
十
五
号
様
式
そ
の
二
と
す
る
。

別
記
第
十
五
号
様
式
そ
の
四
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
を
別
記
第
十
五
号
様
式
そ
の
三
と
す
る
。

附　

則

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規

則
別
記
第
四
号
様
式
、
別
記
第
六
号
様
式
、
別
記
第
七
号
様
式
及
び
別
記
第
十
五
号
様
式
に
よ
る
用

紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
等
の
規
定
に
よ
る

不
利
益
処
分
に
係
る
聴
聞
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。
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令
和
六
年
十
二
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
九
十
六
号

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
等
の

規
定
に
よ
る
不
利
益
処
分
に
係
る
聴
聞
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
等
の
規
定
に
よ
る

不
利
益
処
分
に
係
る
聴
聞
に
関
す
る
規
則
（
平
成
六
年
東
京
都
規
則
第
百
七
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
並
び
に
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
」
を
「
、
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
」
に
、

「
に
係
る
」
を
「
並
び
に
大
麻
草
の
栽
培
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
四

号
）
第
十
二
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
免
許
の
取
消
し
に
係
る
」
に
改
め
る
。

附　

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

規
　
　
　
程
（
交
）

◉
交
通
局
規
程
第
六
十
五
号

東
京
都
交
通
局
企
業
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。令

和
六
年
十
二
月
二
十
五
日

東
京
都
交
通
局
長　

久　

我　

英　

男

東
京
都
交
通
局
企
業
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
交
通
局
企
業
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
一
年
交
通
局
規
程
第
二
十
七

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
第
八
項
第
四
号
中
「
職
業
」
を
「
安
定
し
た
職
業
」
に
改
め
、
同
条
第
十
一
項
中
「
次
の

各
号
に
掲
げ
る
退
職
手
当
ご
と
に
、
当
該
各
号
に
定
め
る
」
を
「
雇
用
保
険
法
第
五
十
六
条
の
三
第
一

項
第
一
号
に
該
当
す
る
者
に
係
る
就
業
促
進
手
当
に
つ
い
て
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
基
本
手
当
を

支
給
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
日
数
に
相
当
す
る
」
に
改
め
、
同
項
各
号
を
削
る
。

第
十
二
条
の
四
第
二
号
中
「
就
業
手
当
又
は
同
令
第
八
十
二
条
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
再
就
職
手

当
」
を
「
再
就
職
手
当
に
相
当
す
る
退
職
手
当
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
の
六
第
三
号
及
び
第
十
四
条
第
五
項
中
「
失
業
者
退
職
手
当
支
給
台
帳
」
を
「
失
業
者
退

職
手
当
受
給
資
格
台
帳
」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
四
項
第
二
号
、
第
二
十
七
条
の
見
出
し
、
同
条
第
一
項
第
一
号
、

第
二
十
八
条
第
一
項
第
一
号
並
び
に
第
三
十
条
第
四
項
中
「
禁
錮
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。

付
則
第
二
十
一
条
中
「
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

附　

則

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
程
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、

第
二
十
六
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
四
項
第
二
号
、
第
二
十
七
条
の
見
出
し
、
同
条
第
一
項
第
一
号
、

第
二
十
八
条
第
一
項
並
び
に
第
三
十
条
第
四
項
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
三
項
の
規
定
は
、
同
年

六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
交
通
局
企
業
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
規
程
（
以
下
「
改

正
後
の
規
程
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
第
八
項
（
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
り
、
同
条
第
十
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
は
、
退
職
職
員
（
東
京
都
公
営
企
業
職
員
の
給
与
の
種

類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
東
京
都
条
例
第
十
九
号
）
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の

う
ち
退
職
し
た
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
施
行
日
以
後
に
安
定
し

た
職
業
に
就
い
た
も
の
に
つ
い
て
適
用
し
、
退
職
職
員
で
あ
っ
て
施
行
日
前
に
職
業
に
就
い
た
も
の

に
対
す
る
就
業
促
進
手
当
に
相
当
す
る
退
職
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３　

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
七
号
）
及
び
刑
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
理
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
八
号
）
並

び
に
こ
の
規
程
（
附
則
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
改
正
規
定
に
限
る
。
）
の
施
行
前
に
犯
し
た

禁
錮
以
上
の
刑
（
死
刑
を
除
く
。
）
が
定
め
ら
れ
て
い
る
罪
に
つ
き
起
訴
を
さ
れ
た
者
は
、
改
正
後

の
規
程
第
二
十
六
条
第
一
項
及
び
第
四
項
、
第
二
十
七
条
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限

る
。
）
並
び
に
第
三
十
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
拘
禁
刑
が
定
め
ら
れ

て
い
る
罪
に
つ
き
起
訴
を
さ
れ
た
者
と
み
な
す
。
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◉
交
通
局
規
程
第
六
十
六
号

東
京
都
交
通
局
出
納
取
扱
金
融
機
関
等
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。令

和
六
年
十
二
月
二
十
五
日

東
京
都
交
通
局
長　

久　

我　

英　

男

東
京
都
交
通
局
出
納
取
扱
金
融
機
関
等
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
交
通
局
出
納
取
扱
金
融
機
関
等
事
務
取
扱
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
交
通
局
規
程
第
十
九
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
を
削
る
。

第
十
三
条
中
「
前
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
本
局
庁
舎
内
に
お
い
て
行
う
」
を
削
り
、
同
条
を
第

十
二
条
と
す
る
。

第
十
四
条
を
第
十
三
条
と
し
、
第
十
五
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。

附　

則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

規
　
　
　
程
（
水
）

◉
東
京
都
水
道
局
管
理
規
程
第
二
十
六
号

東
京
都
水
道
局
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
十
二
月
二
十
五
日

東
京
都
水
道
局
長　

西　

山　

智　

之

東
京
都
水
道
局
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
水
道
局
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
五
年
東
京
都
水
道
局
管
理
規
程
第
一

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
第
八
項
第
四
号
中
「
職
業
」
を
「
安
定
し
た
職
業
」
に
改
め
、
同
条
第
十
一
項
中
「
次
の

各
号
に
掲
げ
る
退
職
手
当
ご
と
に
、
当
該
各
号
に
定
め
る
」
を
「
雇
用
保
険
法
第
五
十
六
条
の
三
第
一

項
第
一
号
に
該
当
す
る
者
に
係
る
就
業
促
進
手
当
に
つ
い
て
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
基
本
手
当
を

支
給
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
日
数
に
相
当
す
る
」
に
改
め
、
同
項
各
号
を
削
る
。

第
十
四
条
の
二
第
五
項
中
「
失
業
者
退
職
手
当
支
給
台
帳
」
を
「
失
業
者
退
職
手
当
受
給
資
格
台

帳
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
の
三
第
二
号
中
「
就
業
手
当
又
は
同
令
第
八
十
二
条
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
再
就
職
手

当
」
を
「
再
就
職
手
当
に
相
当
す
る
退
職
手
当
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
の
五
第
三
号
中
「
失
業
者
退
職
手
当
支
給
台
帳
」
を
「
失
業
者
退
職
手
当
受
給
資
格
台

帳
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
五
項
第
二
号
、
第
二
十
一
条
の
見
出
し
、
同
条
第
一
項
第
一
号
、

第
二
十
二
条
第
一
項
第
一
号
並
び
に
第
二
十
四
条
第
四
項
中
「
禁
錮
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。

付
則
第
二
十
一
条
中
「
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

附　

則

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
程
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、

第
二
十
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
五
項
第
二
号
、
第
二
十
一
条
の
見
出
し
、
同
条
第
一
項
第
一
号
、

第
二
十
二
条
第
一
項
第
一
号
並
び
に
第
二
十
四
条
第
四
項
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
三
項
の
規
定

は
、
同
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
水
道
局
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
規
程
（
以
下
「
改
正
後

の
規
程
」
と
い
う
。
）
第
十
一
条
第
八
項
（
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
り
、
同
条
第
十
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
は
、
退
職
職
員
（
東
京
都
水
道
局
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す

る
規
程
第
一
条
に
規
定
す
る
職
員
の
う
ち
退
職
し
た
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
施
行

日
以
後
に
安
定
し
た
職
業
に
就
い
た
も
の
に
つ
い
て
適
用
し
、
退
職
職
員
で
あ
っ
て
施
行
日
前
に
職

業
に
就
い
た
も
の
に
対
す
る
就
業
促
進
手
当
に
相
当
す
る
退
職
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

３　

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
七
号
）
及
び
刑
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
理
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
八
号
）
並

び
に
こ
の
規
程
（
附
則
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
改
正
規
定
に
限
る
。
）
の
施
行
前
に
犯
し
た

禁
錮
以
上
の
刑
（
死
刑
を
除
く
。
）
が
定
め
ら
れ
て
い
る
罪
に
つ
き
起
訴
を
さ
れ
た
者
は
、
改
正
後

の
規
程
第
二
十
条
第
一
項
及
び
第
五
項
、
第
二
十
一
条
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

並
び
に
第
二
十
四
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
拘
禁
刑
が
定
め
ら
れ
て
い
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第
二
十
五
条
第
一
項
第
一
号
並
び
に
第
二
十
七
条
第
四
項
の
改
正
規
定
は
、
同
年
六
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
下
水
道
局
企
業
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
規
程
第
十
一
条

第
八
項
（
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
り
、
同
条
第
十
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
は
、
退
職
職
員
（
東
京
都
下
水
道
局
企
業
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
規
程
第
一
条
に
規
定
す

る
職
員
の
う
ち
退
職
し
た
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
施
行
日
以
後
に
安
定
し
た
職
業

に
就
い
た
も
の
に
つ
い
て
適
用
し
、
退
職
職
員
で
あ
っ
て
施
行
日
前
に
職
業
に
就
い
た
も
の
に
対
す

る
就
業
促
進
手
当
に
相
当
す
る
退
職
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３　

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
七
号
）
及
び
刑
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
理
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
八
号
）
並

び
に
附
則
第
一
項
た
だ
し
書
の
改
正
規
定
の
施
行
の
日
前
に
犯
し
た
禁
錮
以
上
の
刑
（
死
刑
を
除

く
。
）
が
定
め
ら
れ
て
い
る
罪
に
つ
き
起
訴
を
さ
れ
た
者
は
、
こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都

下
水
道
局
企
業
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
規
程
第
二
十
三
条
第
一
項
及
び
第
五
項
、
第
二
十
四
条

第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
第
二
十
七
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
拘
禁
刑
が
定
め
ら
れ
て
い
る
罪
に
つ
き
起
訴
を
さ
れ
た
者
と
み
な
す
。

◉
東
京
都
下
水
道
局
管
理
規
程
第
二
十
三
号

東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
十
二
月
二
十
五
日

東
京
都
下
水
道
局
長　

佐
々
木　
　
　

健

東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者
規
程
（
平
成
十
三
年
東
京
都
下
水
道
局
管
理
規
程
第
四
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
三
項
中
「
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
」
を
「
次
の
各
号
」
に
、
「
添
付
し
、
申
請
の
際
、

第
四
号
に
掲
げ
る
書
類
を
提
示
し
な
け
れ
ば
」
を
「
添
付
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中

「
専
任
の
」
を
「
選
任
す
る
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
専
任
の
」
を
「
選
任
す
る
」
に
改
め
、

「
責
任
技
術
者
証
」
の
下
に
「
の
写
し
」
を
加
え
る
。

る
罪
に
つ
き
起
訴
を
さ
れ
た
者
と
み
な
す
。

規
　
　
　
程
（
下
水
）

◉
東
京
都
下
水
道
局
管
理
規
程
第
二
十
二
号

東
京
都
下
水
道
局
企
業
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

令
和
六
年
十
二
月
二
十
五
日

東
京
都
下
水
道
局
長　

佐
々
木　
　
　

健

東
京
都
下
水
道
局
企
業
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
下
水
道
局
企
業
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
七
年
東
京
都
下
水
道
局
管
理

規
程
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
第
八
項
第
四
号
中
「
職
業
」
を
「
安
定
し
た
職
業
」
に
改
め
、
同
条
第
十
一
項
中
「
次
の

各
号
に
掲
げ
る
退
職
手
当
ご
と
に
、
当
該
各
号
に
定
め
る
」
を
「
雇
用
保
険
法
第
五
十
六
条
の
三
第
一

項
第
一
号
に
該
当
す
る
者
に
係
る
就
業
促
進
手
当
に
つ
い
て
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
基
本
手
当
を

支
給
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
日
数
に
相
当
す
る
」
に
改
め
、
同
項
各
号
を
削
る
。

第
十
四
条
第
二
項
第
五
号
中
「
失
業
者
退
職
手
当
支
給
台
帳
」
を
「
失
業
者
退
職
手
当
受
給
資
格
台

帳
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
の
二
第
二
号
中
「
就
業
手
当
又
は
同
令
第
八
十
二
条
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
再
就
職
手

当
」
を
「
再
就
職
手
当
に
相
当
す
る
退
職
手
当
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
の
四
第
三
号
中
「
失
業
者
退
職
手
当
支
給
台
帳
」
を
「
失
業
者
退
職
手
当
受
給
資
格
台

帳
」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
五
項
第
二
号
、
第
二
十
四
条
の
見
出
し
、
同
条
第
一
項
第
一
号
、

第
二
十
五
条
第
一
項
第
一
号
並
び
に
第
二
十
七
条
第
四
項
中
「
禁
錮
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。

付
則
第
十
九
条
中
「
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

附　

則

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
程
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、

第
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
五
項
第
二
号
、
第
二
十
四
条
の
見
出
し
、
同
条
第
一
項
第
一
号
、
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第
六
条
第
一
項
第
四
号
中
「
専
任
の
」
を
「
選
任
す
る
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
四
項
中
「
前
条
第
三
項
第
三
号
」
を
「
前
条
第
三
項
第
二
号
」
に
、
「
提
示
し
な
け
れ

ば
」
を
「
添
付
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
第
三
号
中
「
第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。

別
記
第
一
号
様
式
か
ら
第
十
二
号
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
記

 
第
１
号
様
式
（
第
４
条
関
係
）

 
（
表
）

 
 

東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者
指
定
申
請
書

 
 

年
 

 
月

 
 
日
 

 
 

 
 

  
 

 東
京
都
下
水
道
局
長
 
殿

 
  

 
 東
京
都
下
水
道
条
例
第
７
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者
の
指
定
の

 
申
請
を
し
ま
す
。

 

 
※

 
上
記
以
外
に
事
業
所
が
あ
る
場
合
は
、
裏
面
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

 
 フ

リ
ガ

ナ
 

商
号
又
は
名
称

 
 

代
表

者
氏

名
 

  ※
 
下
欄
の
該
当
す
る
項
目
の
□
に
レ
印
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 

申
請
者
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
代
表
者
）
が
次
の
要
件
に
該
当
し
な
い
旨
の
誓
約

 
□

 
私
は
、
精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
排
水
設
備
の
新
設
等
の
工
事
の
事
業
を
適
正
に
営
む
に
当
た
っ
て

必
要
な
認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
し

ま
す
。

 
□

 
私
は
、
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
て
復
権
を
得
な
い
者
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
し
ま
す
。

 

主たる事業所
 

フ
リ

ガ
ナ

 
事
業
所
の
名
称

 
 

所
在

地
 
 
〒

 
 

所
有

形
態

 
法
人
所
有

 
・

 
代
表
者
所
有
 
・
 
賃
貸
借

 
（
該
当
す
る
も
の
を
〇
で
囲
ん
で
く
だ
さ
い
。）

 

電
話

番
号

 
※

 
東
京
都
下
水
道
局
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
開
可
能
な
番
号
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

 
 

選
任

す
る

 
排
水
設
備
工
事

 
責
任
技
術
者

 

登
録
番
号

 
氏

 
名

 
 

 

 
 

 
 

（
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
）
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第
２
号
様
式
（
第
４
条
関
係
）

 
（
表
）

 
 

東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者
指
定
更
新
申
請
書

 
 

年
 

 
月

 
 
日
 

 
 

 
 

  
 

 東
京
都
下
水
道
局
長
 
殿

 
  

 
 東
京
都
下
水
道
条
例
第
７
条
の
２
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者
の
指
定
の

 
更
新
の
申
請
を
し
ま
す
。

 

  
 
※
 
上
記
以
外
に
事
業
所
が
あ
る
場
合
は
、
裏
面
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

 

指
定

番
号

 
 
第

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
号

 

フ
リ

ガ
ナ

 
商
号
又
は
名
称

 
 

代
表

者
氏

名
 

  ※
 
下
欄
の
該
当
す
る
項
目
の
□
に
レ
印
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 

申
請
者
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
代
表
者
）
が
次
の
要
件
に
該
当
し
な
い
旨
の
誓
約

 
□

 
私
は
、
精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
排
水
設
備
の
新
設
等
の
工
事
の
事
業
を
適
正
に
営
む
に
当
た
っ
て

必
要
な
認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
し

ま
す
。

 
□

 
私
は
、
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
て
復
権
を
得
な
い
者
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
し
ま
す
。

 

主たる事業所
 

フ
リ

ガ
ナ

 
事
業
所
の
名
称

 
 

所
在

地
 
 
〒

 
 

所
有

形
態

 
法
人
所
有

 
・

 
代
表
者
所
有
 
・
 
賃
貸
借

 
（
該
当
す
る
も
の
を
〇
で
囲
ん
で
く
だ
さ
い
。）

 

電
話

番
号

 
※

 
東
京
都
下
水
道
局
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
開
可
能
な
番
号
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

 
 

選
任

す
る

 
排
水
設
備
工
事

 
責
任
技
術
者

 

登
録
番
号

 
氏

 
名

 
 

 

 
 

 
 

（
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
）

 

（
裏
）

 

 

 
 
※

 
記
入
欄
が
不
足
す
る
場
合
は
、
こ
ち
ら
の
面
を
複
写
し
て
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。

 
  
※

 
こ
の
欄
は
、
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

 

入
 

 
力

 
 

収
入
確
認

 
 

 

その他の事業所
 

フ
リ

ガ
ナ

 
事
業
所
の
名
称

 
 

所
在

地
 

 
〒

 

選
任

す
る

 
排
水
設
備
工
事

 
責
任
技
術
者

 

登
録
番
号

 
氏

 
名

 
 

 

 
 

 
 

その他の事業所
 

フ
リ

ガ
ナ

 
事
業
所
の
名
称

 
 

所
在

地
 

 
〒

 

選
任

す
る

 
排
水
設
備
工
事

 
責
任
技
術
者

 

登
録
番
号

 
氏

 
名

 
 

 

 
 

 
 

添
付

書
類

 

○
商
業
登
記
事
項
証
明
書

 
※
法
人
の
場
合
の
み

 
○
事
業
所
の
建
物
登
記
事
項
証
明
書
又
は
建
物
賃
貸
借
契
約
書
の
写
し

 
○
選
任
す
る
排
水
設
備
工
事
責
任
技
術
者
の
雇
用
関
係
等
を
証
明
す
る
書
類

 
○
選
任
す
る
排
水
設
備
工
事
責
任
技
術
者
の
排
水
設
備
工
事
責
任
技
術
者
証

の
写
し

 

 



7 令和6年12月25日（水曜日） （増刊　87）東　京　都　公　報

第
３
号
様
式
（
第
５
条
関
係
）

 
 

東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者
証
再
交
付
申
請
書

 
 

年
 

 
月

 
 
日
 

 
 

 
 

  
 

 東
京
都
下
水
道
局
長
 
殿

 
  

 
 東
京
都
下
水
道
条
例
第
７
条
の
４
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者
証
の
再
交

 
 

 
付
の
申
請
を
し
ま
す
。

 

 

添
付

書
類

 
○
商
業
登
記
事
項
証
明
書

 
※
法
人
の
み

 
○
事
業
所
の
建
物
登
記
事
項
証
明
書
又
は
建
物
賃
貸
借
契
約
書
の
写
し

 

     
※

 
こ
の
欄
は
、
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

 

発
 

 
行

 
 

収
入
確
認

 
 

 

再
交

付
理

由
 

 

指
定

番
号

 
 
第

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
号

 

フ
リ

ガ
ナ

 
商
号
又
は
名
称

 
 

代
表

者
氏

名
 

   

主たる事業所
 

フ
リ

ガ
ナ

 
事
業
所
の
名
称

 
 

所
在

地
 
 
〒

 
 

電
話

番
号

 
 

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

 
 

（
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
）

 

（
裏
）

 

 

 
※

 
記
入
欄
が
不
足
す
る
場
合
は
、
こ
ち
ら
の
面
を
複
写
し
て
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。

 
  
※

 
こ
の
欄
は
、
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

 

入
 

 
力

 
 

収
入
確
認

 
 

 

その他の事業所
 

フ
リ

ガ
ナ

 
事
業
所
の
名
称

 
 

所
在

地
 

 
〒

 

選
任

す
る

 
排
水
設
備
工
事

 
責
任
技
術
者

 

登
録
番
号

 
氏

 
名

 
 

 

 
 

 
 

その他の事業所
 

フ
リ

ガ
ナ

 
事
業
所
の
名
称

 
 

所
在

地
 

 
〒

 

選
任

す
る

 
排
水
設
備
工
事

 
責
任
技
術
者

 

登
録
番
号

 
氏

 
名

 
 

 

 
 

 
 

添
付

書
類

 

○
商
業
登
記
事
項
証
明
書

 
※
法
人
の
場
合
の
み

 
○
事
業
所
の
建
物
登
記
事
項
証
明
書
又
は
建
物
賃
貸
借
契
約
書
の
写
し

 
○
選
任
す
る
排
水
設
備
工
事
責
任
技
術
者
の
雇
用
関
係
等
を
証
明
す
る
書
類

 
○
選
任
す
る
排
水
設
備
工
事
責
任
技
術
者
の
排
水
設
備
工
事
責
任
技
術
者
証

の
写
し

 

 



8令和6年12月25日（水曜日）（増刊　87） 東　京　都　公　報
（
裏
）

 
変
更
内
容

 
商
号
若
し
く
は
名
称
又
は
代
表
者
氏
名
に
係
る
も
の

 

 
主
た
る
事
業
所
に
係
る
も
の

 

 
 そ
の
他
の
事
業
所
に
係
る
も
の
（
※
 
新
た
に
開
設
し
、
又
は
廃
止
し
た
場
合
も
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。）

 

  
※

 
こ
の
欄
は
、
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

 

発
 

 
行

 
 

入
 

 
力

 
 

 

変
更
事
項

 
（
該
当
事
項
を
〇
で
囲
ん
で
く
だ
さ
い
。） 

変
更
前

 
変
更
後

 
フ

リ
ガ

ナ
 

商
号

又
は

名
称

 
 

 

代
表

者
氏

名
 

 
 

変
更
事
項

 
（
該
当
事
項
を
〇
で
囲
ん
で
く
だ
さ
い
。） 

変
更
前

 
変
更
後

 

フ
リ

ガ
ナ

 
事

業
所

の
名

称
 

 
 

所
在
地
・
住
居
表
示

 
〒

 
〒

 

電
話

番
号

 
 

 

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

 
 

 

変
更
事
項

 
（
該
当
事
項
を
〇
で
囲
ん
で
く
だ
さ
い
。） 

変
更
前

 
変
更
後

 
フ

リ
ガ

ナ
 

事
業

所
の

名
称

 
 

 

所
在
地
・
住
居
表
示

 
〒

 
〒

 

フ
リ

ガ
ナ

 
事

業
所

の
名

称
 

 
 

所
在
地
・
住
居
表
示

 
〒

 
〒

 

フ
リ

ガ
ナ

 
事

業
所

の
名

称
 

 
 

所
在
地
・
住
居
表
示

 
〒

 
〒

 

添
付

書
類

 
○
東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者
証

 
○
そ
の
他
必
要
書
類

 

 

 
第
４
号
様
式
（
第
６
条
関
係
）

 
（
表
）

  
東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者
変
更
届

 
 

年
 

 
月

 
 
日
 

 
 

 
 

  
 

 東
京
都
下
水
道
局
長
 
殿

 
 

 
 

 東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者
規
程
第
６
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事

 
業
者
の
変
更
事
項
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
け
出
ま
す
。

 

 
※

 
変
更
後
の
内
容
で
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 

指
定

番
号

 
 
第

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
号

 

フ
リ

ガ
ナ

 
商
号
又
は
名
称

 
 

代
表

者
氏

名
 

  ※
 
代
表
者
変
更
の
場
合
は
、
下
欄
の
該
当
す
る
項
目
の
□
に
レ
印
を
記
入
し
て
く
だ
さ

 
い
。

 

申
請
者
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
代
表
者
）
が
次
の
要
件
に
該
当
し
な
い
旨
の
誓
約

 
□

 
私
は
、
精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
排
水
設
備
の
新
設
等
の
工
事
の
事
業
を
適
正
に
営
む
に
当
た
っ
て

必
要
な
認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
し

ま
す
。

 
□

 
私
は
、
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
て
復
権
を
得
な
い
者
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
し
ま
す
。

 

主たる事業所
 

フ
リ

ガ
ナ

 
事
業
所
の
名
称

 
 

所
在

地
 
 
〒

 
 

所
有

形
態

 
法
人
所
有

 
・

 
代
表
者
所
有
 
・
 
賃
貸
借

 
（
該
当
す
る
も
の
を
〇
で
囲
ん
で
く
だ
さ
い
。）

 

電
話

番
号

 
※

 
東
京
都
下
水
道
局
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
開
可
能
な
番
号
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

 
 

（
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
）

 



9 令和6年12月25日（水曜日） （増刊　87）東　京　都　公　報

第
６
号
様
式
（
第
６
条
関
係
）

 
 

排
水
設
備
工
事
事
業
廃
業
届

 
 

年
 

 
月

 
 
日
 

 
 

 
 

  
 

 東
京
都
下
水
道
局
長
 
殿

 
  

 
 東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者
規
程
第
６
条
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
、
排
水
設
備
工
事
事
業
の
廃
業
を

 
届
け
出
ま
す
。

 

 
選
任
す
る
排
水
設
備
工
事
責
任
技
術
者

 
登

録
番

号
 

氏
 
名

 
 

 

 
 

 
 

   
※

 
こ
の
欄
は
、
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

 

入
 

 
力

 
 

 

指
定

番
号

 
 
第

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
号

 

フ
リ

ガ
ナ

 
商
号
又
は
名
称

 
 

代
表

者
氏

名
 

  

主たる事業所
 

フ
リ

ガ
ナ

 
事
業
所
の
名
称

 
 

所
在

地
 
 
〒

 
 

電
話

番
号

 
 

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

 
 

添
付

書
類

 
○
東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者
証

 

（
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
）

 

第
５
号
様
式
（
第
６
条
関
係
）

 
 

排
水
設
備
工
事
責
任
技
術
者
選
任
・
選
任
解
除
届

 
 

年
 

 
月

 
 
日
 

 
 

 
 

 
東
京
都
下
水
道
局
長
 
殿

 
 東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者
規
程
第
６
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
排
水
設
備
工
事
責
任
技
術
者
の

 
選
任
・
選
任
解
除
を
届
け
出
ま
す
。

 

  
 
選
任
又
は
選
任
解
除
を
す
る
排
水
設
備
工
事
責
任
技
術
者

 

    
※

 
こ
の
欄
は
、
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

 

入
 

 
力

 
 

 

指
定

番
号

 
 
第

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
号

 

フ
リ

ガ
ナ

 
商
号
又
は
名
称

 
 

代
表

者
氏

名
 

  

主
た
る
事
業
所
の
所
在
地

 
 
〒

 

区
分

 
（
該
当
す
る
区
分
を

 
〇
で
囲
ん
で
く
だ
さ
い
。）  

登
録
番
号

 
氏

 
名

 
事
業
所
の
名
称

 

選
任
・
選
任
解
除

 
 

 
 

選
任
・
選
任
解
除

 
 

 
 

選
任
・
選
任
解
除

 
 

 
 

選
任
・
選
任
解
除

 
 

 
 

選
任
・
選
任
解
除

 
 

 
 

添
付

書
類

 
○
雇
用
関
係
等
を
証
明
す
る
書
類
（
選
任
の
届
出
の
場
合
の
み
）

 

（
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
）

 



10令和6年12月25日（水曜日）（増刊　87） 東　京　都　公　報
第
７
号
様
式
（
第
９
条
関
係
）

 
 

排
水
設
備
工
事
責
任
技
術
者
登
録
申
請
書

 
 

年
 

 
月

 
 
日
 
 
 

 
 

 
 

 
  

 
東
京
都
下
水
道
局
長
 
殿

 
 
東
京
都
下
水
道
条
例
第
７
条
の
８
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
排
水
設
備
工
事
責
任
技
術
者
の
登
録
の
申
請
を

 
し
ま
す
。

 

  
          

注
：
該
当
す
る
事
項
の
□
に
レ
印
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 
  
※

 
以
下
の
欄
は
、
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

 

登
録
番
号

 
排
水
設
備
工
事
責
任
技
術
者

 
第

 
 
 
 
 
 
 
 
 
号

 
  

住
 

 
所

 
 
〒

 

電
話

番
号

 
 

フ
リ

ガ
ナ

 
氏

 
 

名
 

 

生
年

月
日

 
 
年

 
 
 
月

 
 
 
日

 
 

 

添
付

書
類

 
○
住
所
を
証
明
す
る
書
類

 
○
登
録
資
格
を
証
明
す
る
書
類

 
振
替
払
込
請
求
書
兼
受
領
証
（
写
し
） 

貼
 
付

 

次
の
要
件
に
該
当
し
な
い
旨
の
誓
約
 

□
 
私
は
、
精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
排
水
設
備
工
事
責
任
技

術
者
の
職
務
を
適
正
に
営
む
に
当
た
っ
て
必
要
な
認
知
、
判
断

及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
に
該
当
し

な
い
こ
と
を
誓
約
し
ま
す
。
 

□
 
私
は
、
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
て
復
権
を
得
な
い
者

に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
し
ま
す
。
 

個
人
情
報
提
供
に
係
る
同
意
 

□
 
私
は
、
排
水
設
備
工
事
責
任
技
術
者
登
録
に
関
す
る
自
分
の

個
人
情
報
に
つ
い
て
、
都
内
の
下
水
道
管
理
者
に
提
供
す
る
こ

と
に
同
意
し
ま
す
。
 

入
 

 
力

 
 

収
入
確
認

 
 

（
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
）

 

第
６
号
様
式
の
２
（
第
６
条
関
係
）

 
 

排
水
設
備
工
事
事
業
者
指
定
要
件
確
認
届

 
 

年
 

 
月

 
 
日
 

 
 

 
 

 
 

 東
京
都
下
水
道
局
長
 
殿

 
  

 
 東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者
規
程
第
６
条
第
５
項
の
規
定
に
よ
り
、
東
京
都
下
水
道
条
例
第
７
条
の

 
３
第
２
項
第
１
号
又
は
第
２
号
に
該
当
し
た
こ
と
を
届
け
出
ま
す
。

 

        
※

 
こ
の
欄
は
、
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

 

入
 

 
力

 
 

 

届
出

事
由

 

□
 
精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
排
水
設
備
の
新
設
等
の
工
事
の
事
業
を
適

正
に
営
む
に
当
た
っ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行

う
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
に
あ
る
。
 

 □
 
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
て
復
権
を
得
な
い
状
態
に
あ
る
。
 

 注
：
該
当
す
る
事
項
の
□
に
レ
印
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 

指
定

番
号

 
 
第

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
号

 

フ
リ

ガ
ナ

 
商
号
又
は
名
称

 
 

代
表

者
氏

名
 

  

主たる事業所
 

フ
リ

ガ
ナ

 
事
業
所
の
名
称

 
 

所
在

地
 
 
〒

 
 

電
話

番
号

 
 

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

 
 

（
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
）

 



11 令和6年12月25日（水曜日） （増刊　87）東　京　都　公　報

第
９
号
様
式
（
第

1
0
条
関
係
）

 
 

排
水
設
備
工
事
責
任
技
術
者
証
再
交
付
申
請
書

 
 

年
 

 
月

 
 
日
 
 
 

 
 

 
 

 
  

 
 東
京
都
下
水
道
局
長
 
殿

 
  

 
 東
京
都
下
水
道
条
例
第
７
条
の
９
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
排
水
設
備
工
事
責
任
技
術
者
証
の
再
交
付
の
申

 
請
を
し
ま
す
。

 

             
※

 
こ
の
欄
は
、
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

 
  

再
交

付
理

由
 

  

住
 

 
所

 
 
〒

 

電
話

番
号

 
 

フ
リ

ガ
ナ

 
氏

 
 

名
 

 

生
年

月
日

 
 
年

 
 
 
月

 
 
 
日

 
 

 

登
録

番
号

 
排
水
設
備
工
事
責
任
技
術
者
 

 
第
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
号

 

添
付

書
類

 
○
登
録
資
格
を
証
明
す
る
書
類

 
振
替
払
込
請
求
書
兼
受
領
証
（
写
し
） 

貼
 
付

 

発
 

 
行

 
 

収
入
確
認

 
 

（
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
）

 

第
８
号
様
式
（
第
９
条
関
係
）

 
 

排
水
設
備
工
事
責
任
技
術
者
登
録
更
新
申
請
書

 
 

年
 

 
月

 
 
日
 
 
 

 
 

 
 

 
  

 
 東
京
都
下
水
道
局
長
 
殿

 
 

東
京
都
下
水
道
条
例
第
７
条
の
８
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
排
水
設
備
工
事
責
任
技
術
者
の
登
録
の
更
新
の

 
申
請
を
し
ま
す
。

 

  
           

注
：
該
当
す
る
事
項
の
□
に
レ
印
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 
  
※

 
こ
の
欄
は
、
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

 
  

住
 

 
所

 
 
〒

 

電
話

番
号

 
 

フ
リ

ガ
ナ

 
氏

 
 

名
 

 

生
年

月
日

 
 
年

 
 
 
月

 
 
 
日

 
 

 

登
録

番
号

 
排
水
設
備
工
事
責
任
技
術
者
 

 
第
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
号

 

添
付

書
類

 
○
住
所
を
証
明
す
る
書
類

 
○
登
録
資
格
を
証
明
す
る
書
類

 
振
替
払
込
請
求
書
兼
受
領
証
（
写
し
） 

貼
 
付

 

次
の
要
件
に
該
当
し
な
い
旨
の
誓
約
 

□
 
私
は
、
精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
排
水
設
備
工
事
責
任
技

術
者
の
職
務
を
適
正
に
営
む
に
当
た
っ
て
必
要
な
認
知
、
判
断

及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
に
該
当
し

な
い
こ
と
を
誓
約
し
ま
す
。
 

□
 
私
は
、
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
て
復
権
を
得
な
い
者

に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
し
ま
す
。
 

個
人
情
報
提
供
に
係
る
同
意
 

□
 
私
は
、
排
水
設
備
工
事
責
任
技
術
者
登
録
に
関
す
る
自
分
の

個
人
情
報
に
つ
い
て
、
都
内
の
下
水
道
管
理
者
に
提
供
す
る
こ

と
に
同
意
し
ま
す
。
 

入
 

 
力

 
 

収
入
確
認

 
 

（
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
）
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第

1
1
号
様
式
（
第

1
1
条
関
係
）
 

 
排
水
設
備
工
事
責
任
技
術
者
登
録
抹
消
申
請
書

 
 

年
 

 
月

 
 
日
 

 
 

  
 
東
京
都
下
水
道
局
長

 
殿

 
  

 
東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者
規
程
第

11
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
排
水
設
備
工
事
責
任
技
術
者
の

 
登
録
の
抹
消
の
申
請
を
し
ま
す
。

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
【
提
出
者
】

 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
住

 
所

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
氏

 
名

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
続

 
柄

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
（
本
人
以
外
の
者
が
申
請
を
行
う
場
合
の
み
記
入

 
し
て
く
だ
さ
い
。）

 
 

     
※

 
こ
の
欄
は
、
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

 
  

住
 

 
所

 
 
〒

 

電
話

番
号

 
 

フ
リ

ガ
ナ

 
氏

 
 

名
 

 

生
年

月
日

 
 
年

 
 

 
月

 
 

 
日

 
 

 

登
録

番
号

 
排
水
設
備
工
事
責
任
技
術
者
 

 
第
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
号

 

添
付

書
類

 
〇
排
水
設
備
工
事
責
任
技
術
者
証

 

入
 

 
力

 
 

技
術
者
証

 
 

（
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
）

 

第
1
0
号
様
式
（
第

1
1
条
関
係
）

 
 

排
水
設
備
工
事
責
任
技
術
者
変
更
届

 
 

年
 

 
月

 
 
日
 
 
 

 
 

 
 

 
  

 
東
京
都
下
水
道
局
長
 
殿

 
 
東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者
規
程
第

11
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
排
水
設
備
工
事
責
任
技
術
者
の

 
変
更
事
項
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
け
出
ま
す
。

 

※
 
変
更
後
の
内
容
で
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 
  
変
更
内
容

 

  
注
：
該
当
す
る
事
項
の
□
に
レ
印
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 
  
※

 
こ
の
欄
は
、
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

 
  

登
録

番
号

 
排
水
設
備
工
事
責
任
技
術
者
 

 
第
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
号

 
フ

リ
ガ

ナ
 

氏
 

 
名

 
 

住
 

 
所

 
 
〒

 

電
話

番
号

 
 

変
更
事
項

 
（
該
当
事
項
を
〇
で
囲
ん
で
く
だ
さ
い
。） 

変
更
前

 
変
更
後

 

住
所
又
は
住
居
表
示

 
〒

 
〒

 

フ
リ

ガ
ナ

 
氏

 
 

名
 

 
 

電
話

番
号

 
 

 

 
個
人
情
報
提
供
に
係
る
同
意

 
□

 
私
は
、
排
水
設
備
工
事
責
任
技
術
者
登
録
に
関
す
る
自
分
の
個
人
情
報
に
つ
い
て
、
都
内
の
下
水
道
 

管
理
者
に
提
供
す
る
こ
と
に
同
意
し
ま
す
。

 

添
付
書
類

 
 （
変
更
後
の
も
の
を
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。）  

住
所
変
更

 
○
住
所
を
証
明
す
る
書
類

 
○
排
水
設
備
工
事
責
任
技
術
者
証
の
写
し

 
住
居
表
示
変
更

 
○
住
居
表
示
変
更
証
明
書
又
は
住
所
を
証
明
す
る
書
類

 
○
排
水
設
備
工
事
責
任
技
術
者
証
の
写
し

 

氏
名
変
更

 
○
氏
名
を
証
明
す
る
書
類

 
○
排
水
設
備
工
事
責
任
技
術
者
証
の
写
し

 

入
 

 
力

 
 

（
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
）
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第
1
2
号
様
式
（
第

1
1
条
関
係
）
 

 
排
水
設
備
工
事
責
任
技
術
者
登
録
要
件
確
認
届

 
 

年
 

 
月

 
 
日
 
 
 

 
 

 
 

 
 
東
京
都
下
水
道
局
長
 
殿

 
 東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者
規
程
第

11
条
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
、
下
記
の
と
お
り
届
け
出
ま
す
。 

 

届出者
 

住
 

 
所

 
 
〒

 

電
話

番
号

 
 

フ
リ

ガ
ナ

 
氏

 
 

名
 

 

親
族

 
・

 
代
理
人

 
（
該
当
す
る
も
の
を
〇
で
囲
ん
で
く
だ
さ
い
。）

 
      
※

 
こ
の
欄
は
、
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

 
  

届
出

事
由

 

□
 
精
神
の
機
能
の
障
害
を
有
す
る
こ
と
に
よ
り
認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎

通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
に
あ
る
。
 

 □
 
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
て
復
権
を
得
な
い
状
態
に
あ
る
。
 

 注
：
該
当
す
る
事
項
の
□
に
レ
印
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 

住
 

 
所

 
 
〒

 

電
話

番
号

 
 

フ
リ

ガ
ナ

 
氏

 
 

名
 

 

登
録

番
号

 
排
水
設
備
工
事
責
任
技
術
者
 

 
第
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
号

 

入
 

 
力

 
 

（
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
）

 

別
記
第
十
四
号
様
式
中
「
（メ

ー
ル
ア
ド
レ
ス

）

（フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
番
号

）
」
を
「

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
五
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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附　

則

１　

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
規
程
の
施
行
の
日
前
に
、
こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者

規
程
（
以
下
「
旧
規
程
」
と
い
う
。
）
別
記
第
一
号
様
式
又
は
第
二
号
様
式
に
よ
り
な
さ
れ
た
申
請

で
あ
っ
て
、
こ
の
規
程
の
施
行
の
際
、
当
該
申
請
に
係
る
処
分
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
の
規

程
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者
規
程
に
よ
る
申
請
と
み
な
す
。

３　

こ
の
規
程
の
施
行
の
際
、
旧
規
程
の
様
式
（
こ
の
規
程
に
よ
り
改
正
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
に

よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

円

一
箇
月

円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所
電
話

〇
三（
五
二
七
六
）〇
八
一
一（
代
）
郵便番号
１０１―００５１

三

鈴

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
千
代
田
区
神
田
神
保
町
二
丁
目
三
十
二
番
地
一

五
〇

六
、
六
〇
〇

第
1
5
号
様
式
（
第

1
5
条
関
係
）

 
 

指
定
試
験
等
機
関
変
更
届

 
 

年
 

 
月

 
 
日
 
 
 

 
 

 
 

 
  

 
東
京
都
下
水
道
局
長
 
殿

 
  

 
東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者
規
程
第

15
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
試
験
等
機
関
の
変
更
事
項

 
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
け
出
ま
す
。

 

※
 
変
更
後
の
内
容
で
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 
  
変
更
内
容

 

 

注
：
変
更
後
の
も
の
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

 
 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

 
〒

 
  

名
称

 
 

代
表

者
氏

名
 

 

電
話

番
号

 
 

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

 
 

変
更
事
項

 
（
該
当
事
項
を
〇
で
囲
ん
で
く
だ
さ
い
。） 

変
更
前

 
変
更
後

 

名
称

 
 

 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

 

〒
 

〒
 

代
表

者
氏

名
 

 
 

電
話

番
号

 
 

 

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

 
 

 

添
付

書
類

 
〇
定
款
及
び
法
人
登
記
事
項
証
明
書

 

（
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
）

 


